
　平成２８年４月に販売された交付対象牛に適用する肉用牛肥育経営安定特別対策事業

実施要綱（平成28年3月25日付け27農畜機第5583号）第６の補填金単価（概算払）につい

ては、下記のとおりです。

　なお、補塡金単価の確定値については、８月上旬に公表する予定です。

注１：平成２３年度第２四半期以降の補填金について、月毎に支払う方式としています。

注２：平成２６年度より、四半期の最終月以外に販売された交付対象牛について、肥育

　　牛補塡金の概算払を行うこととしています。精算払については、四半期の最終月の

　　補塡金交付とあわせて行います。

注３：概算払は、配合飼料価格安定制度の当該四半期の補塡金がないと仮定して計算し

　　た額より4,000円/頭を控除した額としています。ただし、控除した額が1,000円/頭

　　未満の場合は概算払を行いません。

注４：補填金交付額に見合う財源が不足する場合等、上記補填金単価を減額することが

　　あります。

注５：平成26年度より、消費税抜きで算定しています。

注６：交雑種及び乳用種の補塡金単価については、独立行政法人農畜産業振興機構が下

　　記ホームページで公表します。

（全国算定）

肉用牛肥育経営安定特別対策事業（新マルキン事業）の

補塡金単価について【平成２８年４月分】

平 成 28 年 6 月 8 日

公益社団法人 宮崎県畜産協会

担当：図師、田中

電話：0985-41-9305

記

（http://www.alic.go.jp/operation/livestock/assistance-marukin.html）

連絡先

　　　　　　―円 　　　　　　―円

乳用種

（全国算定）

　　　　　　―円平成28年4月

価格対策部　第１課

販売月
肉専用種

（地域算定）

交雑種










